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（社会保険労務士法の特例）

第三十二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域が次の各号の

いずれにも該当するものと認めて第四条第八項の規定による内閣総理大臣

の認定（第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条におい

て同じ ）を申請し、その認定を受けたときは、当該構造改革特別区域内。

に事務所を有する社会保険労務士であって厚生労働省令で定める要件に該

当することについて当該地方公共団体を管轄する都道府県労働局長の認定

を受けたものは、当該認定の日以後は、労働基準法（昭和二十二年法律第

四十九号）第六条の規定にかかわらず、社会保険労務士法（昭和四十三年

法律第八十九号）第二条第一項各号に掲げる事務のほか、当該構造改革特

別区域内に居住する求職者又は労働者の求めに応じて、当該構造改革特別

区域内に事業所を有する事業主との間の労働契約の締結 変更及び解除 別、 （

表第二十二号において「労働契約の締結等」という ）について当該求職。

者又は労働者の代理（弁護士法（昭和二十四年法律第二百五号）第七十二

条に規定する法律事件に関する代理を除く ）をすることを業とすること。

ができる。

一 当該構造改革特別区域内において求人が相当数あるにもかかわらず、

当該構造改革特別区域内の求職者が当該構造改革特別区域内において安

定した職業に就くことが困難な状況にあること。

二 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるも

のとして厚生労働省令で定める状態にあること。

社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業【事業の名称】

【現行制度の概要】

労働基準法第６条は、法律に基づいて許される場合の外、業として中間搾取

を行うことを禁止し、労働者保護を図っています。

他方、社会保険労務士は、労働契約の締結等を代理することはできないこと

となっています。

以上から、労働関係法令や労務管理等に専門的な知識及び経験を有する社会

、 、保険労務士であっても 労働者及び求職者を代理して労働契約の締結等を行い

報酬を得ることは、労働基準法第６条違反となります。

○ 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号 （抄））

（社会保険労務士の業務）

第二条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令（以下「労働社会保険諸法令」と

いう ）に基づいて申請書等（行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査。

請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類（その作成に代えて電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録で
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、 。 。）あつて 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう 第二号において同じ

を作成する場合における当該電磁的記録を含む ）をいう。以下同じ ）を作成するこ。 。

と。

一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。

一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審

査請求その他の事項（厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請

等」という ）について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関。

し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述（厚生労働省令で定めるものを除

。） 、 （ 「 」 。）。く について 代理すること 第二十五条の二第一項において 事務代理 という

一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百十二号）第

六条第一項の紛争調整委員会における同法第五条第一項のあつせんについて、紛争の

当事者を代理すること（以下「あつせん代理」という 。。）

二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類（その作成に代えて電磁的記録を作成する場

合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く ）を作成すること。。

三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく

社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること（労働争議に介入する

こととなるものを除く 。。）

２ （略）

【特例措置の内容】

構造改革特別区域において、社会保険労務士が労働契約の締結、変更及び解

除（以下「労働契約の締結等」という ）の代理を業として行うことを認める。

こととしています。

雇用のミスマッチが・求人が相当数あるにもかかわらず、

生じている当該区域内の求職者が当該区域内にお

いて安定した職業に就くことが困難な →労働者が自分を企業に

状況にある等の地域 売り込む必要あり

自治体の申請
内閣総理大臣による構造改革特
別区域の認定

当該構造改革特別区域内に事務所を有

社会保険労務士が雇する社会保険労務士であって、厚生労

用のミスマッチの解働省令で定める基準に該当することに

消に貢献ついて都道府県労働局長の認定を受け

たものに、労働契約の締結、変更及び

解除に係る求職者又は労働者の代理業

務を認める

【趣旨】

相当数の求人があるにもかかわらず、求人数に比して就職者数が少ないよう

な地域おいては、就職のミスマッチが起こっているものと考えられますが、こ

のような地域の求職者又は労働者の代理人として社会保険労務士が労働契約の

締結、変更、解除を行うことにより、安定した職業に就かせるための対策を行

うことは、当該地域の雇用を安定させるとともに、当該地域の活性化にも資す
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るものとなります。

このため、社会保険労務士法の特例を設けるものです。

【説明】

１ 「当該構造改革特別区域内に事務所を有する社会保険労務士であって厚生

労働省令で定める要件に該当することについて当該地方公共団体を管轄する

都道府県労働局長の認定を受けたもの」

特例の対象となる社会保険労務士については、構造改革特別区域内に事務

所を有する社会保険労務士に限定することとし、厚生労働省令で定める要件

に該当することについて、当該地方公共団体を管轄する都道府県労働局長の

認定を受けることとするものです。

〔厚生労働省令で定める要件〕

厚生労働省令で定める要件としては、①開業後３年以上を経過しているこ

と、②懲戒処分を受けていないこととしています。

「 （ ） 、２ 労働基準法 昭和二十二年法律第四十九号 第六条の規定にかかわらず

社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）第二条第一項各号に掲げ

る事務のほか、当該構造改革特別区域内に居住する求職者又は労働者の求め

に応じて、当該構造改革特別区域内に事業所を有する事業主との間の労働契

約の締結、変更及び解除（別表第二十二号において「労働契約の締結等」と

いう ）について当該求職者又は労働者の代理（弁護士法（昭和二十四年法。

律第二百五号）第七十二条に規定する法律事件に関する代理を除く ）をす。

ることを業とすることができる」

構造改革特別区域において、社会保険労務士が労働契約の締結、変更及び

解除の代理を業として行うことを認めるものです。

具体的には、中間搾取の排除に係る労働基準法第６条に違反することとな

らないよう、社会保険労務士法第２条の社会保険労務士の業務の特例を設け

るものです。

「 、３ 一 当該構造改革特別区域内において求人が相当数あるにもかかわらず

当該構造改革特別区域内の求職者が当該構造改革特別区域内において安定し

た職業に就くことが困難な状況にあること 」。

「二 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるも

のとして厚生労働省令で定める状態にあること 」。

構造改革特別区域の要件として、相当数の求人があるにもかかわらず、求

人数に比して就職者が少なく、就職のミスマッチが生じており、そのような

状況が一定期間継続していることを定めるものです。

〔厚生労働省令で定める内容〕

具体的には、認定を受けようとする構造改革特別区域における求職者の数

に対する求人の数の比率、求人の充足率（求人の数に占める求職者が当該求

人を充足した数の割合をいう 、就職者の数又は就業者の数その他の最近。）

の雇用の状況に関する指標が他の地域における当該指標に比較して低位にあ
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ることにより、当該構造改革特別区域が構造改革特別区域法第２８条第１項

第１号に規定する状況にあると認められ、かつ、当該状況の急激な変化が認

められない状態としています。

２ 前項の規定により都道府県労働局長の認定を受けた場合においては、社

会保険労務士法第十八条中「第二条」とあるのは 「第二条及び構造改革、

（ ） 」 。特別区域法 平成十四年法律第百八十九号 第三十二八条第一項 とする

【説明】

社会保険労務士法において、社会保険労務士の行う業に着目した規定が設け

られていることから、第１項の規定により都道府県労働局長の認定を受け、労

働契約の締結等の代理の業務を行うことができる社会保険労務士について、必

要な読み替えを行うものです。

○ 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）

読み替え前

（事務所）
第十八条 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保
険労務士（以下「開業社会保険労務士」という ）は、その業務を行うための事務所を。
二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可
を受けたときは、この限りでない。

２ 社会保険労務士法人の社員は、第二条に規定する事務を業として行うための事務所
を設けてはならない。

読み替え後

（事務所）
第十八条 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条及び構造改革特別区域法（平成十四年
法律第百八十九号）第三十二条第一項に規定する事務を業として行う社会保険労務士
（以下「開業社会保険労務士」という ）は、その業務を行うための事務所を二以上設。
けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けた
ときは、この限りでない。

２ 社会保険労務士法人の社員は、第二条及び構造改革特別区域法（平成十四年法律第
百八十九号）第三十二条第一項に規定する事務を業として行うための事務所を設けて
はならない。

３ 第一項の規定による認定を行った都道府県労働局長は、当該認定に係る

社会保険労務士が同項に規定する厚生労働省令で定める要件に該当しなく

なったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

【説明】

第１項の規定による認定を行った都道府県労働局長は、特例の対象となる社

会保険労務士が、厚生労働省令で定める要件に該当しなくなった場合、認定を

取り消すことができることを定めたものです。


